
令和２年度 芦屋市霊園使用者選考委員会次第 

                   日 時：令和２年７月７日（火） 

                       午後１時３０分～午後３時３０分 

                   場 所：芦屋市役所 南館４階 第１委員会室 

１. 開会 

２. 委嘱状・任命書 

３. 委員紹介 

４. 報告事項 

令和元年度 芦屋市霊園使用者募集結果 

５. 議題 

《諮問事項》 

（１）１２㎡未満の墓地について（案） 

（２）１２㎡以上の墓地について（案） 

《募集日程について》 

（１）１２㎡未満の墓地の申込みから使用許可までの手続の流れ 

（２）１２㎡以上の墓地の申込みから使用許可までの手続の流れ 

６. その他 

７.  閉会 



【３． 委員紹介】
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ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ  

  若林 七奈美

芦屋市自治会連合会 
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 天井 裕一  

市 民 公 募 市民公募委員 
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市  職  員 芦屋市市民生活部長 
ﾓ ﾘ ﾀ  ｱ ｷ ﾋ ﾛ

森田  昭弘

（事務局）  

芦屋市市民生活部環境課長    米村  ＴＥＬ ３８－３１０５ 

芦屋市市民生活部環境課係長 富松  ＴＥＬ ３８－３１０５ 

芦屋市市民生活部環境課主事 田中  ＴＥＬ ３８－３１０５ 



【４. 報告事項】

令和元年度 芦屋市霊園使用者募集結果

１ 募集区分及び受付期間 

募集区分 受付期間 

(1) 

12㎡未満

随時募集   令和元 9 月 9 日(月) ～ 令和元年 10月 8 日(火) 

(2) 追加募集 令和 2年 1 月 8 日(水) ～ 令和 2年 6月 26 日(金) 

(3) 12㎡以上 常時募集   令和元 9 月 9 日(月) ～ 令和 2年 6月 26 日(金) 

２ 公開抽選 

募集 

区分 
日 時 場 所 

(1) 
令和元年１１月６日（水） 

午後１時３０分から 

芦屋市役所東館３階 

中会議室 

３ 募集結果 

募集 

区分 

募 集 

区画数 

応  募 

区画数 

使用許可 

区 画 数 

応募 

人数 遺骨自宅保管 それ以外の方 

(1) 52 区画 32 区画 30 区画 127 人 46人（23人） 81 人（9 人）

(2) 22 区画 11 区画  11 区画  24 人 

(3) 26 区画  1 区画  1 区画  1 人 

合  計 44 区画 42 区画 152 人 

（ ）内は当選人数 



【５. 議題】 

《諮問
しもん
事項》 

（1）12㎡未満の墓地について（案）           ・・・１

① 募集墓地区画                                ・・・１ 

② 申込みできる方                   ・・・３ 

③ 複数回当選されなかった方への配慮       ・・・４ 

④ 当選者等の決定                   ・・・４ 

⑤ 追加募集                                 ・・・５  

⑥ 遵守事項                  ・・・６ 

（2）12㎡以上の墓地について（案）           ・・・7

① 募集墓地区画                        ・・・７ 

② 申込みできる方                           ・・・９ 

③ 当選者等の決定                        ・・・９ 

④ 遵守事項                  ・・・９ 

⑤ 今後の募集方法                        ・・・10 

《募集日程について》 

（1）12㎡未満の墓地の申込みから使用許可までの手続きの流れ 

・・・11 

（2）12㎡以上の墓地の申込みから使用許可までの手続きの流れ 

                           ・・・12 

【参考資料】 令和 2年度 芦屋市霊園使用者募集案内 
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《諮問
しもん

事項》 

（１）12㎡未満の墓地について（案） 

① 募集墓地区画

○募集墓地区画数及び使用料（３２区画） 

種  別 面    積 区画数 １㎡当たり使用料(区分) 使用料（永代） 

普通霊園 
1.75～ 5.70㎡ 16 75万円(1～6㎡未満) 

131 万 2,500 円～ 

427 万 5,000 円 

6.00～ 7.05㎡ 13 112万 5千円(6～12㎡未満)
675 万円～ 

793 万 1,250 円 

芝生霊園 4.50～ 5.25㎡ ３ 112万 5千円 
506 万 2,500 円～ 

590 万 6,250 円 

○募集墓地区画一覧 

NO 区画番号 面積(㎡) 使用料（永代）(円) 年間維持費(円) 備 考 

1 12-5-0155 4.00 3,000,000 4,880 再貸付 

2 17-5-1209 3.00 2,250,000 3,660 再貸付 

3 17-5-2209 3.00 2,250,000 3,660 再貸付 

4 17-5-3209 3.00 2,250,000 3,660 再貸付 

5 17-5-4209 3.00 2,250,000 3,660 再貸付 

6 17-5-0259 1.75 1,312,500 2,135 再貸付 

7 20-5-0135 3.00 2,250,000 3,660 再貸付 

8 22-5-0039 3.75 2,812,500 4,575 再貸付 

9 22-5-2039 3.75 2,812,500 4,575 再貸付 

10 25-4-0158 5.40 4,050,000 6,588 再貸付 

11 26-5-0147 4.00 3,000,000 4,880 再貸付 

12 31-4-0025 7.05 7,931,250 8,601 再貸付 
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NO 区画番号 面積(㎡) 使用料（永代）(円) 年間維持費(円) 備 考 

13 32-5-0075 4.62 3,465,000 5,636 再貸付 

14 33-4-0148 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

15 34-4-0052 5.70 4,275,000 6,594 再貸付 

16 43-4-0194 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

17 51-6-0036 5.25 5,906,250 6,405 再貸付・芝 

18 51-6-0243 4.50 5,062,500 5,490 再貸付・芝 

19 51-6-0306 4.50 5,062,500 5,490 再貸付・芝 

20 52-4-0043 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

21 52-4-0139 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

22 53-4-0032 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

23 53-4-0034 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

24 54-5-0029 4.00 3,000,000 4,880 再貸付 

25 54-5-0049 4.00 3,000,000 4,880 再貸付 

26 63-4-0048 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

27 63-4-0051 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

28 63-4-0056 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

29 63-4-0118 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

30 63-4-0192 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

31 64-4-0188 6.00 6,750,000 7,320 再貸付 

32 75-5-0029 3.00 2,250,000 3,660 再貸付 
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② 申込みできる方 

申込みをされる方は，次のア～エすべての項目に当てはまることが必要です。 

ア 令和２年１０月６日（火）までに１年以上（令和元年１０月５日（土） 

  以前から）継続して，芦屋市内に住所（住民登録をしていること。）を有

していること。 

イ 既に，芦屋市霊園墓地の使用許可を受けていないこと。 

ウ 使用許可後１年以内に施設の使用設備（墓石，巻石等）を設置できること。 

エ 使用料を納付書発行後，概ね１か月以内（令和２年 12月 25日（金）まで）

に一括納入できること。 
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③  複数回当選されなかった方への配慮

過去５年間に４回以上当選されなかった方（補欠当選者及び落選者）は 

２区画申込みできるものとします。ただし，その回数には追加募集は含みませ

ん。 

④  当選者等の決定 

ア 当選者の決定方法 

・応募者が１名の墓地について 

その応募者に決定します。 

・応募者が２名以上の墓地について 

抽選とします。 

ただし，※「芦屋市霊園に埋蔵する遺骨を自宅等にお持ちの方」を優

先とし，それでも重複した場合は，その方々のみで抽選とします。 

※「芦屋市霊園に埋蔵する遺骨を自宅等にお持ちの方」とは，墓地や納骨堂に

埋蔵もしくは収蔵したことがない遺骨が現に自宅等にある方（埋火葬許可証が

あること）をいいます。  

なお，他の墓地等からの改葬または分骨による申込みの方は，優先の対象とは

なりません。 
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イ 補欠当選者の決定方法 

抽選時に申込区画ごとに，抽選で１名の補欠当選者を決定します。 

当選者に辞退があれば繰り上げ当選となります。 

⑤ 追加募集 

ア 募集墓地区画 

前記募集での空墓地です。 

イ 申込みできる方

3ページに記載の「②申込みできる方」と同じとします。 

ただし，「ア令和２年１０月６日（火）までに1年以上継続して」を「申

込日を基準日に１年以上継続して」とします。 

   ウ 前記募集で当選されなかった方の優先 

受付開始から３日間は，前記募集で当選されなかった方（補欠当選者及び落

選者）のみを対象に受付します。 

エ 当選者等の決定 

先着順とします。 

ただし，同申込み日に複数の申込者があった場合は前記募集と同様に抽選で

当選者及び１名の補欠当選者を決定します。なお，「芦屋市霊園に埋蔵する

遺骨を自宅等にお持ちの方」の優先はありません。 
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⑥ 遵守事項

ア 申込みは，１世帯１墓地（区画）とします。 

イ １墓地（区画）には２通以上の申込みはできません。 

ウ 同一被埋葬者（遺骨）に対して２名以上の申込みはできません。 
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（２）12㎡以上の墓地について（案） 

① 募集墓地区画 

○募集墓地区画数及び使用料（２9区画） 

種  別 面    積 区画数 １㎡当たり使用料(区分) 使用料（永代） 

普通霊園 12.00～52.00㎡ 28 150万円(12㎡以上) 1,800万円～7,800万円 

芝生霊園 12.00㎡ 1 112万 5千円 1,350万円 

○募集墓地区画一覧 

NO 区画番号 面積(㎡) 使用料（永代）(円) 年間維持費(円) 備 考 

1 12-6-0045 12.00 13,500,000  14,640 再貸付・芝 

2 16-3-0004 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

3 21-1-0013 52.00 78,000,000 63,440 再貸付 

4 21-1-0031 30.00 45,000,000 36,600 再貸付 

5 24-2-0117 20.00 30,000,000 24,400 再貸付 

6 24-3-0133 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

7 25-3-0005 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

8 25-3-0008 15.00 22,500,000 18,300 再貸付 

9 25-3-0020 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

10 25-3-0039 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

11 25-3-0042 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

12 25-3-0044 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

13 41-2-0026 21.00 31,500,000 25,620 再貸付 

14 41-2-0041 20.00 30,000,000 24,400 再貸付 

15 41-2-0050 21.00 31,500,000 25,620 再貸付 

16 41-3-0077 13.00 19,500,000 15,860 再貸付 

17 41-3-0082 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 
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NO 区画番号 面積(㎡) 使用料（永代）(円) 年間維持費(円) 備 考 

18 43-3-0016 12.00 18,000,000  14,640 再貸付 

19 43-3-0020 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

20 61-3-0037 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

21 61-3-0044 14.00 21,000,000 17,080 再貸付 

22 61-3-0057 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

23 61-3-0067 14.00 21,000,000 17,080 再貸付 

24 61-3-0087 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

25 61-3-0114 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

26 62-2-0033 22.00 33,000,000 26,840 再貸付 

27 62-2-0051 20.00 30,000,000 24,400 再貸付 

28 63-3-0200 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 

29 64-3-0018 12.00 18,000,000 14,640 再貸付 
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②  申込みできる方 

申込みをされる方は，次のア～エすべての項目に当てはまることが必要です。 

ア 申込日を基準日に１年以上継続して，芦屋市内に住所（住民登録をしている

こと。）を有していること。 

イ 既に，芦屋市霊園墓地の使用許可を受けていないこと。 

ウ 使用許可後１年以内に施設の使用設備（墓石，巻石等）を設置できること。 

エ 使用料を納付書発行後，概ね１か月以内に一括納入できること。 

③  当選者等の決定 

先着順とします。 

ただし，同申込み日に複数の申込者があった場合は区画ごとに抽選で当選者及

び１名の補欠当選者を決定します。 

なお，「芦屋市霊園に埋蔵する遺骨を自宅等にお持ちの方」の優先はありませ

ん。 

④ 遵守事項

ア 申込みは，１世帯１墓地（区画）とします。 

イ １墓地（区画）には２通以上の申込みはできません。 
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⑤ 今後の募集方法

ア 申込み受付に期間を設けずに，常時受付けを行うものとします。 

イ ９ページ記載の「②申込みできる方」・「③当選者等の決定」・「④遵守事

項」に則って行うこととします。 

 ウ 現在使用中の12㎡以上の墓地（区画）が返還された場合には，募集墓地  

区画に随時加えることとします。 
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《募集日程について》 

（１）12㎡未満の墓地の申込みから使用許可までの手続きの流れ 

募集案内の配布 令和 2年 9月 1日(火)～ 

申込受付 令和 2年 9月 18日(金)～10月 6日(火)(10月 6日当日消印有効)

芦屋市役所市民生活部環境課まで郵送してください。 

受付後，申込者宛に受付結果通知書(はがき)をお送りします。 

(10 月 16 日(金)頃発送) 

公開抽選 令和 2年 11 月 5 日(木) 午前 10 時 00 分～ 

場所：芦屋市役所 東館 3階 中会議室 (参加自由) 

抽選結果の通知 令和 2年 11 月 13 日(金)頃 

申込者宛に抽選結果を封書でお知らせします。 

使用許可申請 令和 2年 11 月 24 日(火)～30 日(月) 

場所：芦屋市役所 北館 3階 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 2 

使用料・維持費の納付 納付期限：令和 2年 12 月 25 日(金) 

 芦屋市の指定する金融機関で，一括でお支払ください。 

使用料は永代，維持費は本年度分の月割り相当額 

使用許可 令和 3年 2月 1日(月) 

霊園使用許可書を郵送します。 

霊園使用許可書交付後，墓地を使用することができます。 

墓石，巻石等建立 建立期限：令和 4年 1月 31 日(月) 

 使用許可後 1年以内に施設の使用設備(墓石，巻石等)を建立して

ください。 

追 加 募 集 

(予    定) 

令和 3年 1月 6日(水) ～令和 3年 6月 25 日(金) 

上記募集終了後，空墓地がある場合は追加募集を行います。 

ただし，令和 3年 1月 8日(金)までは上記募集の補欠当選者及び

落選者のみを対象に受付します。 
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（２）12㎡以上の墓地の申込みから使用許可までの手続きの流れ 

募集案内の配布 令和 2年 9月 1日(火)～ 

申込受付 令和 2年 9月 18 日(金)～常時 先着順 

公開抽選 

抽選結果の通知 

使用許可申請 

その都度決定します。 

使用料・維持費の納付 納付期限：納付書発行後，概ね１か月以内 

芦屋市の指定する金融機関で，一括でお支払ください。 

使用料は永代，維持費は本年度分の月割り相当額 

使用許可 その都度決定します。 

墓石，巻石等建立 建立期限： 

使用許可後 1年以内に施設の使用設備(墓石，巻石等)を建立してくだ

さい。 


